
建設工事等の事業に係る請負等について、次のとおり総合評価落札方式一般競争入

札を行いますので、公告します。 

 

本事業は、設計・施工一括発注方式であるデザインビルド方式において事業を実施

するものであり、事業全体に関する内容を基本契約において締結し、要求水準書に示

す設計業務に関する内容は土木設計業務等委託契約、要求水準書に示す工事業務に関

する内容は建設工事請負契約において段階的に締結します。本事業は、競争入札参加

資格確認申請書の提出及び入札を郵便により行うものであり、低入札価格調査制度の

対象となる事業です。 

なお、工事業務の予定価格は入札書提出期間締切後に再積算を行います。再積算後

の予定価格及び調査基準価格の１１０分の１００に相当する金額（入札書比較価格及

び調査基準比較価格）については開札後に公表します。 

また、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１

２７号）第１２条の規定により、全ての入札参加者に対し入札金額の内訳を記載した

書類の提出を求めます。 

なお、工事業務は、建設業の担い手確保・育成のため、建設現場への新規入職者を

増やす環境作りの一環として、現場閉所の週休２日化を推進する工事（発注者指定

型）です。週休２日の補正費用は当初計上しており、達成できなかった場合は減額と

なります。詳細は仕様書等をご確認ください。 

さらに、落札者には、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成１２年

法律第１０４号）第１２条第１項に基づく書面説明について、書面提出を求めます。 

 
令和７年１１年２７日 
 

奈良県広域水道企業団 企業⾧ 山 下 真 
 
第１ 競争入札に付する事項 

１ 事業名  北葛線第１工区更新事業 

２ 事業場所 葛城市當麻地内～香芝市良福寺地内 

３ 事業概要 【設計業務】 

送水管詳細設計 一式 

         シールド工 φ７００ 

         既設管撤去・充填 φ５００他 

         試掘調査 一式 

測量 一式 

地質調査 Ｎ＝２箇所 



【工事業務】 

工事延⾧ Ｌ＝５３００ｍ 

       管路工（シールド）φ７００【上流】 Ｌ＝１６１５ｍ 

       管路工（シールド）φ７００【下流】 Ｌ＝１３８２ｍ 

       既設管撤去・充填工φ５００他    Ｌ＝３９１６ｍ 

４ 事業期間 基本契約締結の日から令和１６年２月２８日まで（予定）。ただし、

設計業務については、令和９年６月３０日までとします。  

 

第２ 競争入札に参加する者に必要な資格 

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第３条第１項に規定する本店を日本国

内に置く建設業者であって、建設工事等に係る競争入札の参加資格等に関する規

程（平成８年１２月奈良県告示第４２７号）による競争入札参加資格（以下「奈

良県建設工事等競争入札参加資格」といいます。）のうち土木一式の資格を有する

建設業者又は入札説明書の２に定める資格審査の申請を行い、奈良県建設工事等

競争入札参加資格の土木一式と同等の資格を有すると認められた建設業者（以下

「土木工事業者」といいます。）及び奈良県建設工事等競争入札参加資格の上下水

道設備の資格を有する建設業者又は入札説明書の２に定める資格審査の申請を行

い、奈良県建設工事等競争入札参加資格の上下水道設備と同等の資格を有すると

認められた建設業者（以下「管工事業者」といいます。）を各１者以上並びに建設

コンサルタント登録規程（昭和５２年４月１５日建設省告示第７１７号）第４条

第１項第２号に規定する本店を日本国内に置く設計業者であって、建設コンサル

タント「上水道及び工業用水道」部門の資格を有する設計業者又は入札説明書の

２に定める資格審査の申請を行い、奈良県建設工事等競争入札参加資格の建設コ

ンサルタント「上水道及び工業用水道」部門と同等の資格を有すると認められた

設計業者（以下「設計業者」といいます。）を１者の合計３者から５者までで構成

される特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」といいます。）であって、次

に掲げる条件を全て満たし、かつ、第３の３に定める競争入札参加資格の確認を

受け、第３の４に定める技術提案書等の提出をし、内容が適正であることの確認

を受けた者で、第４の２に定める入札保証金の納付等の手続を完了した者のみ

が、この事業の入札に参加することができます。ただし、共同企業体を構成する

土木工事業者、管工事業者及び設計業者（以下「共同企業体構成員」といいま

す。）は、２以上の共同企業体構成員として、この事業の入札に参加することはで

きません。 

１ 共同企業体構成員のうち土木工事業者及び管工事業者の出資比率は、２者の場

合はいずれも３０％以上、３者の場合はいずれも２０％以上、４者の場合はいず



れも１５％以上であり、かつ、共同企業体の代表者の出資比率は、共同企業体構

成員中最大又は最大と同比率であること。 

２ 共同企業体構成員が、入札説明書の１に示す条件を全て満たしていること。 

 

第３ 入札手続等 

１ 入札説明書、設計図書等の交付期間及び交付方法 

(１) 交付期間 令和７年１１月２７日（木）から令和８年３月１２日（木）午

後４時までの期間 

(２) 交付方法 奈良県広域水道企業団ホームページからダウンロードしてくだ

さい。 

https://www.union.nara-water.lg.jp/0000000582.html  

なお、ダウンロードした入札説明書、設計図書等において不鮮明な箇所が

ある場合は、次の日時及び場所において、閲覧することができます。 

ア 日時 令和７年１１月２７日（木）から同年１２月１０日（水）までの午

前９時から午後４時まで（正午から午後１時まで及び奈良県広域水道企業団

の休日を定める条例（令和７年２月奈良県広域水道企業団条例第８号）第１

条第１項に規定する奈良県広域水道企業団企業団の休日（以下「企業団の休

日」といいます。）を除きます。） 

イ 場所 〒６３９－１０４１ 大和郡山市満願寺町４４４－３ 

奈良県広域水道企業団 広域水道センター 総務課 

電話 ０７４３－５４－５９８５（直通） 

 

 ２ 設計図書等に関する質問の提出及び設計違算等の報告期日 

（１） 設計図書等に関する質問の提出及び設計違算等の報告は、次に従い行ってく

ださい。 

ア 提出及び報告期日 令和７年１２月１０日（水）午後４時まで 

イ 提出及び報告先  奈良県広域水道企業団 広域水道センター 総務課⾧あて 

メールアドレス   

koiki-somu-agrt@union.nara-water.lg.jp 

ウ 提出及び報告方法 質問は電子メールにより提出してください。郵便等、そ

の他の提出方法によるものは受け付けません。 

          設計違算報告は任意の方法により申し出願います。 

          質問は設計図書等に関する質問に限ります。 

エ 提出及び報告様式 任意様式 

 



（２）（１）の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。 

ア 日時 令和７年１２月１９日（金）（予定） 

イ 場所 奈良県広域水道企業団ホームページ 

https://www.union.nara-water.lg.jp/0000000582.html  

  (３) 設計違算等が確認された場合は、入札説明書の 11 の記載によります。 

 

３ 競争入札参加資格の確認 

この事業の入札に参加しようとする者は、入札説明書の３に定めるところによ

り、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、競争入札参加資格があることの確

認を受けなければなりません。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

４ 技術提案書等の内容確認  

３に定める競争入札参加資格の確認を受けた者は、入札説明書の６に定めると

ころにより、入札説明書、設計図書等を参考として、適切な技術提案に係る項目

を立案し、その内容を示した技術提案書及びその添付書類（以下「技術提案書

等」といいます。）を書面により提出し、内容確認を受けなければなりません。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

５ 入札書、入札金額の内訳書及び低入札価格調査意向確認書（別記様式１）の 

提出 

(１) 提出期間  令和８年２月２７日（金）から令和８年３月６日（金）まで 

       （期限までに到着したもののみ有効） 

(２) 提出方法等 書留郵便に限ります。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

６ 開札の日時等 

(１) 開札の日時 令和８年３月１０日（火）午前１０時  

(２) 開札の場所 〒６３９－１０４１ 大和郡山市満願寺町４４４－３ 

奈良県広域水道企業団 広域水道センター２階 会議室 

(３) 開札は、第４の 10 に定める再積算により決定した予定価格及び調査基準価

格により行います。 

(４) 入札参加者で希望する者は開札に立会うことができます。希望者多数の場合

は希望者の中から入札執行者が選任します。立会い希望者がない場合は、当該

入札執行事務に関係ない職員を立ち会わせてこれを行うものとします。 



 

７ 入札執行回数  

入札執行回数は、１回とします。 

 

第４ その他 

１ 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨とします。  

 

２ 入札保証金 

要します。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

３ 契約保証金 

要します。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

４ 入札の無効 

第２に定める競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札及び入

札に関する条件に違反した入札は、無効又は失格とします。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

５ 契約書作成の要否 

要します。 

詳細は、入札説明書によります。 

 

６ 落札者の決定方法等 

詳細は、入札説明書によります。 

 

７ 契約の不締結 

落札決定後、基本契約、土木設計業務等委託契約又は建設工事請負契約締結ま

での間に、落札（候補）者（共同企業体構成員のうち１者以上）が次に掲げる

(１)から(７)までのいずれかに該当する事由が生じ、又は該当する事由があると

認められたときは、契約を締結しません。ただし、落札（候補）者が当該構成員

を除いて特定建設工事共同企業体の構成に関する協定書の変更を申し出た場合に



おいて、変更後の共同企業体構成員が、第２に定める競争入札に参加する者に必

要な資格を有するときは、一部を変更して契約を締結することがあります。 

(１) 競争入札参加資格の制限又は入札参加停止を受けたとき。 

(２) 役員等（受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与し

ている者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時企業

団発注契約に係る契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与

している者をいう。以下同じ。）が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団を

いう。以下この条において同じ。）又は暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下この条

において同じ。）であると認められるとき。 

(３) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている

と認められるとき。 

(４) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関

与していると認められるとき。 

(５) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められるとき。 

(６) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約（以下「下請契約等」

という。以下同じ。）に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当するこ

とを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(７) 受注者が、（２）から（５）までのいずれかに該当する者を下請契約等の相

手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、発注者が受注者に対

して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 

 

８ 契約の解除 

基本契約、設計業務等委託契約又は建設工事請負契約の締結後、契約者につい

て７の(２)から(７)までのいずれかに該当する事由があると認められるとき又は

この契約の履行に当たって、暴力団若しくは暴力団員から不当に介入を受けたに

もかかわらず、遅滞なくその旨を企業団に報告せず、若しくは警察に届け出なか

ったと認められるときは、契約を解除することがあります。この場合は、契約者

は、違約金を納付しなければなりません。 

 

 



９ 手続における交渉の有無 

   無 

 

10 予定価格の額及び調査基準価格の額 

(１) 予定価格 

ア 設計業務 

金 ８５，５１４，０００円 

（消費税及び地方消費税（計１０％）を含みます。）  

イ 工事業務（概算・再積算前） 

金 ５，８７５，０５７，１００円  

（消費税及び地方消費税（計１０％）を含みます。）  

※工事業務の予定価格は入札書提出期間締切後に入札書の提出開始日の

属する月の単価により予定価格を再積算します。なお、予定価格の修正

による発注方式等の変更は行いません。また、建設工事請負契約の締結

にあたっては、設計業務完了後、土木設計業務等委託契約に基づき受注

者から引き渡しを受けた成果物に基づき、発注者が積算した工事費を工

事業務に係る予定価格として再度設けます。 

(２) 調査基準価格  

ア 設計業務 

金 ６８，８４９，０００円 

（消費税及び地方消費税（計１０％）を含みます。）  

イ 工事業務（概算・再積算後） 

開札後に公表します。 

※工事業務の調査基準価格は入札書提出期間締切後に再積算した工事業

務の予定価格に基づき設定します。また、建設工事請負契約の締結にあ

たっては、設計業務完了後に再度設けられた工事業務の予定価格に基づ

き再度、調査基準価格を設けます。 

 

11 各年度の支払予定割合  

【設計業務】 

 令和７年度  ０％ 

 令和８年度  ６％ 

 令和９年度 ９４％ 

 

 



  【工事業務】 

 令和１０年度 １０％ 

 令和１１年度 １４％ 

 令和１２年度 １７％ 

 令和１３年度 １７％ 

 令和１４年度 １７％ 

 令和１５年度 ２５％ 

（契約をする際に変更となることがあります。） 

 

12 奈良県建設工事等競争入札参加資格を有しない者の参加  

第２に定める奈良県建設工事等競争入札参加資格を有していない者でこの公告に

係る入札に参加しようとする者は、入札説明書の２に示す資格審査の申請を行って

ください。 

 詳細は、入札説明書によります。 

 

13 契約条項を示す場所、契約を担当する部課等の名称及び所在地等 

第３の１の(２)のイに同じ。 

 

14 技術提案書等に関する問合せ先 

〒６３６－０３０２  奈良県磯城郡田原本町大字宮古４０４番地７ 

奈良県広域水道企業団 事業部 技術・危機管理課 技術管理係 

電話 ０７４４－３２－１２６８（直通） 

 

15 その他の問合せ先  

第３の１の(２)のイに同じ。 

 

16 その他  

詳細は、入札説明書によります。 


